
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、２０年４月１日現在の人数です。

（３）特記事項

（４）ラスパイレス指数の状況（２１年４月１日現在）

（注）１　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

千円

2,678,331 5,952

千円 千円

230,3631,732,416

一人当たり給与費

450

Ⅰ　嘉麻市の給与・定員管理等について

区　　分

16.4

２０年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円

3,874,420

実 質 収 支 人 件 費

Ｂ／Ａ

人 件 費 率区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（２０年度末） 　　　　　　Ｂ

職員数

　　　　　　Ａ

２０年度

（参考）類似団体平均

44,965

人　

人 千円

23,598,318

千円

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

　　　　　　％

427,827

　　　　　千円

　　　　　千円

　　計　　Ｂ 給与費 B/A

715,552

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

99.4

90

95

100

105

嘉麻市 類似団体平均 全国市平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２１年４月１日現在）

　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２１年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外　　　　　 
　　　　勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において
　　　　明らかにされているものです。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計

　　　　算したものです。

（2) 職員の初任給の状況（２１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２１年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円中　学　卒 ―

区　　　　分

技能労務職

260,600

237,700

一般行政職

中　学　卒

261,450

125,400

経験年数１０年

高　校　卒 ―技能労務職

― 263,100

337,600

高　校　卒 140,100

324,267

356,000316,950

高　校　卒

高　校　卒

47.7

平均給料月額

平均給与月額

348,580

平均給与月額平 均 年 齢

44.7

161,600

281,733

293,985

283,125

一般行政職 大　学　卒

47.3

336,901

325,825

国

嘉麻市

福岡県

平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

経験年数２０年

Ⅲ種　140,100

国福　岡　県

Ⅱ種　172,200

経験年数１５年

137,200

（国ベース）

区　　分

43.3 384,794

356,182

321,238

307,067

―

区　　分

類似団体

362,234

343,851

平均給与月額

（国ベース）

360,205

327,681

307,067

―

342,109

40.1

嘉麻市

う ち 清 掃 職 員

う ち

学校 給食 職員

類似団体

嘉　麻　市区　　　　　分

う ち

国

用 務 員

福岡県

大　学　卒

（注）経験年数は、国家公務員と同じ「経験年数換算表」で算定したもので、単なる在職年数ではあり
      ません。
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２１年４月１日現在）

（注）１　嘉麻市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

２０年度支給割合 ２０年度支給割合 ２０年度支給割合

期末手当　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

加算措置の状況 加算措置の状況 加算措置の状況

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

％

45.6

％

部長、議会事務局長、福祉事務所長、次長

課長補佐、室長補佐、参事補佐、統括係長

7.5

％

％人

1.9

職員数

1.50

0.75

課長、室長、局長

嘉　　　　　麻　　　　　市

％

1.6

2

構成比

％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　　５％～１５％

14.5

人

人 ％

46

145

人

90

0.6

区　　分

主事
人

２　　級

3.0

1.6

３　　級

係長、主査

人

5

3.0

1.6

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　　５％～２０％
　・管理職加算　１０％～２５％

主任

主任主事

１人当たり平均支給額（２０年度）

１　　級

７　　級

28.3

福　　　　　岡　　　　　県 国

―１人当たり平均支給額（２０年度）

24

人

6

1.50

0.75

1,655

６　　級

５　　級

４　　級

標準的な職務内容

3



（2) 退職手当（２１年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２０年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当（２１年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

千円

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円247

国の制度（支給率）

0

嘉　　　　　　　　　　　麻　　　　　　　　　　　市

25,552

支給実績（２０年度決算） 0

11,581

59.28

47.50

10

支給実績（２０年度決算）

危険手当

支給対象職員数

98,669

左記職員に対する支給単価

１件当たり３，０００円

１件当たり　　５００円

234

59.28

59.28

41.34

30.55

国

33.50

23.50

定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ０ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

手当の種類（手当数）

福岡市

30.55

33.50 41.34

23.50

支給率

47.50

手当の名称

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

59.28

96,537

59.28

定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算

（注）平成２０年４月より、支給率は０％に改定されました。
　　　平成２１年４月より、派遣職員に、派遣地域（福岡市）の率で地域手当を支給しています。

支給対象

10

行旅死亡人取扱手当

支 給 実 績 （ ２ ０ 年 度 決 算 ）

1

59.28

0

2

   行旅死亡人取扱作業職員

   感染症患者及び周辺の消毒に従事する職員

主な支給対象職員及び支給対象業務
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（6) その他の手当（２１年４月１日現在）

円

円

円

円

円

住居手当

通勤手当

同

１．配偶者　１３，０００円

２．配偶者以外
　　１人につき　　　６，５００円
　　配偶者がない場合
　　１人につき　　１１，０００円

　満１６歳の年度初めから
満２２歳の年度末までの子
　　１人につき５，０００円加算

１．借家、借間居住者
　（最高限度額）２７，０００円

２．持家居住者　　２，５００円
　（新築等の日から５年を経
過する間に限定）

0

管理職手当

扶養手当

１．交通機関利用者
　　運賃相当額
　　　　　　　最高５５，０００円

２．交通用具使用者
　　　片道２㎞以上２，０００円
　　　～最高２４，５００円

支給職員１人当たり

218,909千円55,822

管理職員特別勤務手当

勤務１回につき
１．部長級　　８，０００円
２．課長級　　６，０００円
３．課長補佐級　４，０００円

手　当　名
国の制度

同

異
　　定率制
（国は定額
制）

支給実績
内容及び支給単価 異なる内容との異同

404,98023,894

58,16721,464

千円

千円

千円

国の制度と
平均支給年額（２０年度決算）
（２０年度決算）

218,71029,088

0千円同

給料額の
１．部長　　 　　１００分の１２
２．支所長　　　１００分の１１
３．課長級　　　１００分の１０
４．課長補佐
　　参事補佐　　１００分の８

平成１９年４月より、それぞ
れ２０％減額

同
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５　特別職の報酬等の状況（２１年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分 （役職加算　２０％）

月分 （役職加算　２０％）

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

７６５，０００円×在職月数/１２×５１０/１００

６１９，２００円×在職月数/１２×３００/１００

(注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
         勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

備　　　　考

議 員

副 議 長

市 長

市 長

区 分

副 議 長

１５，６０６，０００円

７，４３０，４００円

（参考）類似団体における最高／最低額

765,000

任期満了時（任期毎）

給 料 月 額 等

議 長

619,200

391,000

任期満了時（任期毎）

副 市 長

副 市 長

議 員

給

料

議 長

329,000

　　（２０年度支給割合）

期
末
手
当

報

酬

　　（２０年度支給割合）

3.35

348,000

3.35

退
職
手
当

市 長

副 市 長
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６　職員数の状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員 人

人口1,000人当たり職員 人

人口1,000人当たり職員 人
（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

（2)年齢別職員構成の状況（２１年４月１日現在）

　

（類似団体の人口1,000人当たり職員数　人）

24

32歳

～

0

～

46

497

55歳

20歳 24歳 28歳

人

2 86

人

0

人

対前年
増減数

△ 1

△ 1

43歳

44歳

＜参考＞

以上

～ ～ ～

計

10.90

6

23 23

154

2424

39

90 87

371

0

156

3

30

1

9

23

23

小　計

合　　計

会
計
部
門

490
[    607    ］

46

税務

商工

農林水産

その他

消防部門

計

教育部門

20歳

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

土木

小　計

議会

水道公
営
企
業
等

普
通
会
計
部
門

総務

労働

～～ ～

職員数
76

25

人 人

47歳 51歳 59歳

人

1

＜参考＞

7

40

22

△ 1

2

44

△ 7

△ 1

人 人

68 62

平成２０年

職 員 数

平成２１年

0

7

9.87

0

（類似団体の人口1,000人当たり職員数　人）　

23歳未満

人人

377

人 人

5 4903659

8.25

～

40歳

△ 7

△ 6

主な増減理由

△ 2

△ 5

0

△ 2

3

＜参考＞

451

74

444

0

73

56歳48歳 60歳52歳

～

27歳

人

10 42

35歳31歳

36歳

39歳

一
般
行
政
部
門

衛生

民生

区　分

構成比

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比

%

7



(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１８年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

７　公営企業職員の状況
(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、２０年３月３１日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２１年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

１９年度支給割合 ２０年度支給割合

期末手当　　　　　勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

100,392 6,276

千円

１人当たり平均支給額（２０年度）

基本給

団 体 平 均

522,968

千円

純損益又は実

　　　　給与費 　　B/A

656,827 △ 17,830 203,152

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料　　　　　　Ａ

職員数

２０年度

　質収支

519 473

職員数

千円 千円

156,890

平均月収額

△ 8.9

総費用

　　　　千円

総費用に占める

　　　　　　Ｂ／Ａ

千円　

一人当たり給与費

（参考）団体平均一人当たり

　　計　　Ｂ

％

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

嘉 麻 市

30.9

25

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算

1.6 0.75

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　５％～１５％

千円

15,076 41,422

Ａ  

千円　

　　　　　千円２０年度 人

Ｂ　

44.7

3.0 1.50

1,657

嘉 麻 市

団 体 平 均

職員給与費比率

期末・勤勉手当職員手当

純減率純減数

１人当たり平均支給額（２０年度）

区　　分

平成22年4月1日

△ 46

347,990

平成18年4月1日
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イ　退職手当（２１年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

ウ　地域手当（２１年４月１日現在）

千円

   円

一般行政職の制度（支給率）

％ 人 0 ％

エ　特殊勤務手当（２１年４月１日現在）

千円

　円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

30.55

定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算

59.28 59.28

41.34

23.50

国

33.50

59.28

0

0

0

0

6,748

支給対象職員数

支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

支給実績（２０年度決算）

なし 0

47.5059.28

59.28

47.50

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

30.55

嘉　　　　　　　　　　　麻　　　　　　　　　　　市

33.50 41.34

59.28

23.50

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ０ 年 度 決 算 ） 321

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 8,195

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 315

手当の種類（手当数）

支 給 実 績 （ ２ ０ 年 度 決 算 ）

0

0支給実績（２０年度決算）

定年前早期退職特例措置　２％～２０％加算

－ -

支給率支給対象

（注）平成２０年４月より、支給率は０％に改定されました。
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カ　その他の手当（２１年４月１日現在）

円

円

円

円

円

250,281

（２０年度決算）
（２０年度決算） 平均支給年額

支給職員１人当たり

千円

支給実績

4,005

一般行政職
の制度と異
なる内容

１．配偶者　１３，０００円

２．配偶者以外
　　１人につき　　　６，５００円
　　配偶者がない場合
　　１人につき　　１１，０００円

　満１６歳の年度初めから
満２２歳の年度末までの子
　　１人につき５，０００円加算

同

１．交通機関利用者
　　運賃相当額
　　　　　　　最高５５，０００円

２．交通用具使用者
　　片道２㎞以上２，０００円
　　～最高２４，５００円

同

住居手当

内容及び支給単価

扶養手当

177,750

通勤手当 62,029

同 1,422 千円

１．借家、借間居住者
　（最高限度額）２７，０００円

２．持家居住者　　２，５００円
　（新築等の日から５年を経
過する間に限定）

1,303 千円

手　当　名
一般行政職
の制度との
異同

千円 0

正規の勤務時間が深夜にわ
たる職員に支給
　・勤務1時間あたりの給与
額×25/100×午後10時から
翌日午前5時までの勤務時
間数

399,618

0同夜間勤務手当

管理職手当 1,598 千円

給料額の
１．部長　　 　　１００分の１２
２．支所長　　　１００分の１１
３．課長級　　　１００分の１０
４．課長補佐
　　参事補佐　　１００分の８

平成１９年４月より、それぞ
れ２０％減額

異
　　定率制
（国は定額
制）
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（１）採用及び退職者数の状況 （単位：人）

（注）１　技能労務職員とは、単純な労務に雇用される職員で、自動車運転手、調理員等をいいます。
      ２　退職者数のその他とは、自己都合、死亡、免職等による退職です。

（１）勤務時間等（２１年４月１日現在）

（２）休暇等の概要（２１年４月１日現在）

（３）年次有給休暇の取得状況（２０年１月１日～２０年１２月３１日）

平成２１年度採用者平成２０年度退職者
区　　　分

定年 勧奨 その他 合計短大・高校卒

（注） 全対象職員とは、平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日までの全期間を在職した一般
　　　職員をいい、当該期間の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休業、休職
　　　の事由がある職員を除きます。

取得率

１７，８０６日 ５，９０８日 ４５０人 １３日１時間

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数

３３．２％

3

4

4

3合　　　計

技能労務職員

一 般 職 員

9

2

7

週休日：土曜日・日曜日

8

―

35

１２：００～１２：１５ １２：１５～１３：００

大学卒合計

休憩時間

16

2

14 835

２　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況　

３８時間４５分
休　日：祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

１日の勤務時間

７時間４５分

１週間の勤務時間

１日の執務時間の割り振り

執務時間 休息時間

週休日・休日

８：３０～１７：００

特別休暇
結婚、出産その他特別の事由により、職員が勤務しないことが相当である
場合に認められる有給の休暇です。

病気休暇
負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の証明等
に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させる目的で
設けられた有給の休暇です。

Ⅱ　嘉麻市人事行政の運営等の状況について
１　職員の任免及び職員数に関する状況

（注）公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員（保育所、図書館等に勤務する
　　　職員）については上記とは異なります。

内　　　　　　容

配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で、負傷、疾病又は老齢に
より２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするた
め、勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇で
す。

区　　　　　分

年次有給休暇
１年につき最高２０日間付与され、前年からの繰越分を含めると最高４０
日間となります。

介護休暇
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（４）介護休暇の取得状況（平成２０年度の新規承認者） （単位：人）

（５）育児休業の取得状況（平成２０年度の新規承認者） （単位：人）

（１）分限処分の状況（平成２０年度）

（２）懲戒処分の状況（平成２０年度） （単位：人）

合　　　　計 ― ―

―

――

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

―

（注）懲戒処分とは、職務上の義務違反など公務員としてふさわしくない非行がある場合に行う処分のことです。

―

―職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

法令に違反した場合

（注） 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の観点から、職員がその職責を十分に果た
　　　すことができない場合に行う処分のことです。

減給 停職 免職 合計処分事由 戒告

―

合　　　　計 ― ― １９ １９

刑事事件に関し起訴された場合

（注） 育児休業とは、３歳に満たない子を養育するため、子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務
　　　に従事しないことを可能とする制度です。育児休業をしている期間については、給与は支給されません。

合計休職免職降任処分事由

3 3計 12 6

3 3女性 12 6

男性 ―

区分 取得者数

承認期間

６月以下 ６月超え
１年以下

１ 年 超 え
１年６月以下

１年６月超え
２ 年 以 下

２ 年 超 え
２年６月以下

２年６月超え

計 ―

女性 ―

区分

―

１月以下
取得者数

承認期間

―

５月超え

男性

（単位：人）

勤務実績が良くない場合

―

心身の故障の場合 １９

―

１月超え
２月以下

２月超え
３月以下

３月超え
４月以下

４月超え
５月以下

１９

職に必要な的確性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合

３　職員の分限及び懲戒処分の状況
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６　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の定期健康診断の状況（平成２０年度）

（２）公務災害の発生状況（平成２０年度）

その他の行為中の負傷 ―

職務に伴う合理的行為又は準備・後始末中の負傷 １件

出張中の負傷 ―

定 期 健 康 診 断 平成２０年１０月２０日～１１月２６日 ４８０人

レクリェーション参加中の負傷 ―

公

務

災

害

災害件数区　　　　　　　　　　　分

１件職務遂行中の負傷

職員研修に係る法律実務等 　　３人

区 分 実 施 日 受診者数

派
遣
研
修

　　１人

日本経営協会

福岡県建設技術情報センター

市町村職員中央研修所

福岡県市町村職員研修所

用地研修等 　　３人

国際文化アカデミー 行政評価システムの導入等 　　２人

統計分析等 　３４人

法令実務

１０２人

人権研修

２０８人

２８１人

１７５人

　４３人

―通　勤　災　害

　職員には服務上の義務が地方公務員法によって規定されています。主な義務は以下のとおりで
す。なお、職務専念義務と営利企業等への従事制限については、条例規則等で定める一定の条件
のもと、免除又は許可を行うことができます。

服 務 上 の 義 務
（ 地 方 公 務 員 法 ）

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、
守秘義務、職務専念義務、政治的行為への制限、争議行為等の禁
止、営利企業等への従事制限

上記義務に対する違反
(平成２０年度）

０件

研修名又は概要区分

２３３人

４　職員の服務の状況

５　職員の研修の状況（平成２０年度）

受講者数

　　庁　内　研　修

行政評価研修

収納対策研修

法制執務研修

自治基本条例研修

男女共同参画研修
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７　公平委員会に係る業務の状況

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況

　職員は、給与、勤務時間その他勤務条件に関して、市当局より適当な措置がとられるよう、公
平委員会に要求することができます。
　平成２０年度における措置要求はありませんでした。

　職員は、懲戒処分など、その意に反する処分を受けた場合には、公平委員会に不服申立てがで
きます。
　平成２０年度において不利益処分に関する不服申立てはありませんでした。
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